
電話機等リース 仕様書  

 
１ 概要 

 本仕様書は、魚沼地区障害福祉組合（以下、「発注者」という。）が使用する電話機等

（以下、「物件」という。）の所有者（以下、「受注者」という。）を決定するための入札に

適用する。 

  

２ 番号及び件名 

 ７総一使第５号 電話機等リース 

 

３ リース期間 

 令和８年３月１日から令和１５年２月２８日まで（８４月間） 

 

４ リース物件の内容及び数量 

物件一覧 

名称 数量 備考 

【岩通ビジネスホン FrespecⅡ】   

NW-CME＜2＞（主装置） 1  

NW-MCU（M-EX）（中央制御ユニット） 1  

NW-16PSUB（多機能電話機ユニット） 2  

NW-4ICOTB（ISDN 回線ユニット） 1  

NW-EDVIF（放送ユニット） 1  

NW-4SUBS（単独電話機ユニット） 1  

NW-24KT（多機能電話機） 23  

停電用バッテリー（ケース付き） 1  

主装置スタンド（NW-STANDM） 1  

 
５ リース物件納入業者 

  魚沼地区障害福祉組合において一般競争入札を実施した結果、落札者であった下記業

者から当該物件を、「６物件金額」に示す金額により調達することを条件とする。 

 

  岩通新潟株式会社 

 新潟県長岡市古正寺 3 丁目 22 番地    電話 0258-20-5900 

 



 

６ 物件金額 

 リース物件一覧の合計金額 

  １，５９５，０００円（うち消費税及び地方消費税の額 １４５，０００円） 

 

７ 物件受渡場所 

  魚沼地区障害福祉組合 庶務課 

  〒946-0035 新潟県魚沼市十日町 1403 番地 1 

 

８ 物件の納期 

  令和８年２月２８日まで 

 

10 入札書記載金額について 

  リース料総額（消費税及び地方消費税額を除いた額）を記載すること。 

 

11 その他の契約条件 

（1） リース期間終了後のリース物件の取り扱いについては、発注者に無償譲渡するも

のとし、その旨を契約書に記載すること。 

（2） 受注者は、発注者とリース契約を締結するほか、物件納入業者と所要の契約を締

結すること。 

（3） 支払方法については、月払いとし、契約総額を８４月で除した額を 1 月分とし

て、毎月の業務完了報告及び検査合格後、適法な請求書を受理してから３０日以

内に支払うものとし、端数が生じた場合は最初の月に加算するものとする。な

お、初回の支払いは令和８年３月分を令和８年４月３０日までに支払うものとす

る。 

（4） 受注者から物件納入業者への支払方法は、両者協議の上で決定すること。 

（5） リース物件の検収方法は原則、受注者と物件納入業者立会のもと発注者が検収を

行うこととするが、これにより難い場合は、書面等の交付をもって代えることが

できるものとする。 

（6） 物件には、動産総合保険を付保し、この保険料は受注者が負担するものとする。 

（7） リース期間満了後、物件を無償譲渡するため、固定資産税等の公租公課は、発注

者負担とする。 

（8） 本件は、地方自治法第 234 条の 3 の規定による長期継続契約であるため、契約

締結日の属する年度の翌年度以降において当該契約に係る歳出予算の減額又は削

減のあった場合、契約を変更又は解除することがある。 


